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(57)【要約】
【課題】　本発明は火災や地震による津波に襲われても
流出することなく、内部に収納された物品を汚すことな
く守ることができる床下収納庫を得るにある。
【解決手段】　上部の開口部が基礎の上部に位置するよ
うに、該基礎に埋設されるように固定されたり、あるい
は上部の開口部が地面の上部に位置するように、該地面
に埋設された少なくとも防水性を有する床下収納庫本体
と、この床下収納庫本体の開口部を開閉可能な耐震、耐
火、防水性を有する開閉扉とで床下収納庫を構成してい
る。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
上部の開口部が基礎の上部に位置するように、該基礎に埋設されるように固定されたり、
あるいは上部の開口部が地面の上部に位置するように、該地面に埋設された少なくとも防
水性を有する床下収納庫本体と、この床下収納庫本体の開口部を開閉可能な耐震、耐火，
防水性を有する開閉扉とからなることを特徴とする床下収納庫。
【請求項２】
床下収納庫本体は台所の床下の基礎に埋設されるように固定、あるいは台所の床下の地面
に埋設されるように固定されていることを特徴とする請求項１記載の床下収納庫。
【請求項３】
床下収納庫本体には該床下収納庫本体内の換気を行なうことができ、かつ基礎部分あるい
は地面部分に逆止水弁が介装された換気パイプが設けられていることを特徴とする請求項
１記載の床下収納庫。
【請求項４】
床下収納庫本体には該床下収納庫本体内に設けられた水タンクへ水道水を循環させること
ができる基礎部分あるいは地面部分に逆止水弁が介装された供給管および排出管が設けら
れていることを特徴とする請求項１記載の床下収納庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は非常食料品、非常時の装備品や備蓄品等を収納保管することができる床下収納
庫に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、床下収納庫は床の上面と同一面となる開閉蓋を設けた収納庫を、床の底面に取付
けたり、床下の地面上に位置させた収納庫の開閉蓋の位置する部分の床に開閉扉を設けて
設置している。
【０００３】
　このため、火災や地震による津波に襲われた場合、東日本大震災のように家屋ごと流さ
れてしまい、なくなってしまうという欠点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２４４８５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は以上のような従来の欠点に鑑み、火災や地震による津波に襲われても
流出することなく、内部に収納された物品を汚すことなく守ることができる床下収納庫を
提供することを目的としている。
【０００６】
　本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は次の説明を添付図面と照らし合わ
せて読むと、より完全に明らかになるであろう。
ただし、図面はもっぱら解説のためのものであって、本発明の技術的範囲を限定するもの
ではない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は上部の開口部が基礎の上部に位置するように、該
基礎に埋設されるように固定されたり、あるいは上部の開口部が地面の上部に位置するよ
うに、該地面に埋設された防水性を有する床下収納庫本体と、この床下収納庫本体の開口
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部を開閉可能な耐震、耐火、防水性を有する開閉扉とで床下収納庫を構成している。
【発明の効果】
【０００８】
　以上の説明から明らかなように、本発明にあっては次に列挙する効果が得られる。
（１）請求項１により、床下収納庫本体が基礎に埋設固定あるいは地面に埋設されている
ので、地震による津波に襲われ、家屋が流出しても、床下収納庫本体の流出を阻止するこ
とができる。　　
（２）前記（１）により、床下収納庫本体の上部の開口部を、耐震、耐火、防水性を有す
る開閉扉で閉じておくことにより、床下収納庫本体に収納された物品を火災や地震による
津波より守ることができる。
（３）前記（１）により、火災や地震による津波より守ることができる金庫代わりとして
も使用することができる。
（４）請求項２も前記（１）～（３）と同様な効果が得られるとともに、保存食料品の出
し入れを効率よく行なうことができる。
（５）請求項３も前記（１）～（３）と同様な効果が得られるとともに、床下収納庫本体
の換気ができ、安全に使用することができ、かつ災害時に床下収納庫本体内に水が浸入す
るのを確実に阻止することができる。
（６）請求項４も前記（１）～（３）と同様な効果が得られるとともに、床下収納庫本体
内に循環する水道水の水タンクが設けられているので、災害時の非常用の飲料水として利
用することができるとともに、供給管や排出管が損傷しても、逆止水弁部分が基礎部分あ
るいは地面部分に介装されている部分まで損傷することなく、床下収納庫本体内へ水が浸
入するのを確実に阻止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明を実施するための第１の形態の縦断面図。
【図２】図１の２－２線に沿う断面図。
【図３】本発明を実施するための第１の形態の要部拡大断面図。
【図４】図３の平面図。
【図５】本発明を実施するための第２の形態の縦断面図。
【図６】図５の６－６線に沿う断面図。
【図７】本発明を実施するための第２の形態の要部拡大断面図。
【図８】本発明を実施するための第３の形態の縦断面図。
【図９】図８の９－９線に沿う断面図。
【図１０】本発明を実施するための第３の形態の要部拡大断面図。
【図１１】本発明を実施するための第４の形態の縦断面図。
【図１２】図１１の１２－１２線に沿う断面図。
【図１３】本発明を実施するための第４の形態の要部拡大断面図。
【図１４】本発明を実施するための第５の形態の縦断面図。
【図１５】図１４の１５－１５線に沿う断面図。
【図１６】本発明を実施するための第５の形態の要部拡大断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面に示す本発明を実施するための形態により、本発明を詳細に説明する。
【００１１】
　図１ないし図４に示す本発明を実施するための第１の形態において、１は住宅２に設置
される本発明の床下収納庫で、この床下収納庫１は前記住宅２の台所３の部分の基礎４に
上部の開口部５が、該基礎４の上部に位置するように埋設固定された耐震、耐火、防水、
耐圧性の内の少なくとも防水性を有する床下収納庫本体６と、この床下収納庫本体６の開
口部５を開閉可能に密封するパッキン７を備える取っ手２９を有する開閉蓋本体８、この
開閉蓋本体８を開閉できるように支持する一端部が該開閉蓋本体８の一端部に取付けられ
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、他端部が前記床下収納庫本体６の開口部５の外周部に取付けられた取付け金具９、前記
開閉蓋本体８の開放端部である他端部に形成された係合部１０、この係合部１０と着脱可
能に係合する前記床下収納庫本体６の開口部５の外周部に回動可能に取付けられた係止片
としてのアイボルト１１、このアイボルト１１と螺合する蝶ナット１２とからなる耐震、
耐火、防水、耐圧性を有する開閉蓋１３と、この開閉蓋１３を有する前記台所３の床１４
に形成された、該開閉蓋１３の開閉が可能な蓋１５と、この蓋１５の開口部１５ａの外周
部と前記開閉蓋１３の外周部とを覆おうカバー筒１６とで構成されている。
【００１２】
　なお、基礎４に埋設固定する床下収納庫本体６は地震の津波により住宅２が流されても
、該基礎４に埋設された状態を保てるように、上部だけ布基礎となるコンクリートで覆っ
たり、床下収納庫本体６の開口部を除く部位の全外周部をコンクリートで覆ったりする。
当然法で要求された強度となるように設計されたものが使用される。
【００１３】
　上記構成の床下収納庫１は蓋１５および開閉蓋１３を開放して、床下収納庫本体６内に
重要な書類や非常食料品、非常時の装備品や備蓄品を収納し、開閉蓋本体８で開口部５を
閉じ、アイボルト１１を係合部１０に係合させて蝶ナット１２を締付けることにより、床
下収納庫６の開口部５を密閉した状態で開閉蓋１３を閉じることができる。
【００１４】
　この状態で、開閉蓋１３上部のカバー筒１６の空間に、日常的に使用する食料品等を収
納して、日常的に使用する床下収納庫として使用することもできる。
【００１５】
　なお、床下収納庫本体６に収納する非常食料品、非常時の装備品や備蓄品等は一定期間
ごとにチェックや交換作業を行なうとよい。
【００１６】
　このような床下収納庫１は火災で住宅２は焼失したり、地震の津波により住宅２が流さ
れたりしても、東日本大震災でも分かるように、基礎４部分は流されることがないので、
床下収納庫１は基礎４とともに残った状態となり、焼失や流出を防止でき、災害時にとり
あえず床下収納庫１内に収納した物品で再起を図ることができる。
【００１７】
　[発明を実施するための異なる形態]
　次に、図５ないし図１６に示す本発明を実施するための異なる形態につき説明する。な
お、これらの本発明を実施するための異なる形態の説明に当って、前記本発明を実施する
ための第１の形態と同一構成部分には同一符号を付して重複する説明を省略する。
【００１８】
　図５ないし図７に示す本発明を実施するための第２の形態において、前記本発明を実施
するための第１の形態と主に異なる点は、人が入ることができる大きさの床下収納庫本体
６Ａを基礎４に埋設するとともに、該床下収納庫本体６Ａ内に梯子１７を設け、非常食料
品、非常時の装備品や備蓄品以外にも日常的に使用する物品も保管できる棚１８、１８を
設けた点で、このように構成した床下収納庫１Ａにしても、前記本発明を実施するための
第１の形態と同様な作用効果が得られるとともに、床下収納庫本体６Ａ内に日常的に使用
する物品も保管しておくことにより、非常時に日常的に使用する物品が災害時に使用でき
る非常物品として使用することができる。
【００１９】
　なお、本発明の実施の形態では開閉蓋本体８の内壁面には内側取っ手３０が取付けられ
ている。
【００２０】
　図８ないし図１０に示す本発明を実施するための第３の形態において、前記本発明を実
施するための第２の形態と主に異なる点は、床下収納庫本体６Ａと床下１９とを連通する
換気パイプ２０を設けるとともに、床下収納庫本体６Ａを埋設固定した基礎４部分を通過
する換気パイプ２０に逆止水弁２１を介装した点で、このように構成した床下収納庫１Ｂ



(5) JP 2012-241330 A 2012.12.10

10

20

30

40

50

は前記第２の実施の形態と同様な作用効果が得られるとともに、換気パイプ２０で床下収
納庫本体６Ａ内を換気でき、安全に作業することができ、かつ災害時に換気パイプ２０が
損傷しても、基礎４より外側に位置した部位となるため、換気パイプ２０を通過して床下
収納庫本体６Ａ内へ水が浸入するのを逆止水弁２１で阻止することができる。
【００２１】
　図１１ないし図１３に示す本発明を実施するための第４の形態において、前記本発明を
実施するための第３の形態と主に異なる点は、床下収納庫本体６Ａ内に水タンク２２を設
置し、該水タンク２２に水道管に接続された供給管２３および、台所３の蛇口２４に接続
された排出管２５とを設け、基礎４に埋設された供給管２３および排出管２５に逆止水弁
２６、２７を設けて、水タンク２２内へ水道水を供給管２３を介して供給し、水タンク２
２内の水を逆止水弁２７および排出管２５を介して、台所３の蛇口２４へ供給できるよう
にした点で、このように構成した床下収納庫１Ｃにしても、前記本発明を実施するための
第３の形態と同様な作用効果が得られるとともに、通常時に常に入れ替わっていた水タン
ク２２内の綺麗な水を非常時の水として使用することができる。
【００２２】
　なお、災害時に供給管２３や排出管２５が損傷しても、逆止水弁２６、２７が基礎４で
覆われているため、水タンク２２側への損傷を阻止できる。
【００２３】
　また、水タンク２２内には水道水が満タンに供給されているため、供給管２３の逆止水
弁２６を通過して汚水等が浸入するのも阻止できる。
【００２４】
　供給管２３と排出管２５の床下収納庫本体６Ａの取付部は、該床下収納庫本体６Ａ内に
水が浸入しないように防水処理や耐火処理が当然に施されている。
【００２５】
　図１４ないし図１６に示す本発明を実施するための第５の形態において、前記本発明を
実施するための第１の形態と主に異なる点は、床下収納庫本体６を床下１９の地面２８に
埋設固定した点で、このように床下の地面２８に埋設しても、前記本発明を実施するため
の第１の形態と同様な作用効果が得られる床下収納庫１Ｄにすることができる。
【００２６】
　なお、前記本発明を実施するための各形態では台所３の床下１９に床下収納庫１、１Ａ
、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄを設置したものについて説明したが、本発明はこれに限らず、台所以
外の床下部分に床下収納庫を設置してもよい。
【００２７】
　なお、前記各実施の形態で用いた開閉蓋１３の構造は、これらの構造に限らず、床下収
納庫本体６、６Ａ内に水が侵入することなく、耐震、耐火、耐圧性を有する構造のもので
あればどんな構造であってもよい。また、開閉蓋１３を床下収納庫本体６、６Ａに閉じる
手段は、既存のどんな手段を用いてもよい、閉じた後、鍵をかけれるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
　本発明は床下収納庫の製造および設置産業で利用される。
【符号の説明】
【００２９】
１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ、１Ｄ：、床下収納庫、
２：住宅、　　　　３：台所、
４：基礎、　　　　　５：開口部、　
６、６Ａ：床下収納庫本体、　７：パッキン、
８：開閉蓋本体、　　　９：取付け金具、
１０：係合部、　　　１１：係止片としてのアイボルト、
１２：蝶ナット、　　　１３：開閉蓋、
１４：床、　　　　１５：蓋、
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１６：カバー筒、　　　１７：梯子、
１８：棚、　　　　１９：床下、
２０：換気パイプ、　　　２１：逆止水弁、
２２：水タンク、　　　２３：供給管、
２４：蛇口、　　　　２５：排出管、
２６、２７：逆止水弁、　　２８：地面。

【図１】 【図２】



(7) JP 2012-241330 A 2012.12.10

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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